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誓約書

　多度津町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱第５条の規定により、補助金の交付を申請するに当たり、下記のとおり誓約します。

記

１　手術する猫は、多度津町内に生息する飼い主のいない猫です。
２　手術する猫は、申請者の責任で捕獲し、動物病院へ持ち込みます。
３　手術する猫に対して、手術済みであることがわかるように片方の耳先にＶ字
カットを施します。
４　動物病院の獣医師が手術済みであると認める場合や、その他の理由により手術を行わないこととした場合は、獣医師の決定に従い、要した費用については、申請者が全額を負担します。
５　手術の実施及び実施後に、住民等のトラブルや問題が生じた場合は、申請者の責任において誠意をもって対応し、問題解決に努めます。
６　手術等を実施した猫は、元の場所へ戻し、又は適正な飼養ができる者に譲渡し、申請者自身又は申請者と世帯を同じくする者で飼うことはしません。
７　町税の納付状況や、申請又は請求内容の確認を行う目的で、町が関係機関等に対して調査・照会等を実施することに同意します。
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